
 

- 1 - 

千葉県病床数適正化支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 
第１条 知事は、効率的な医療提供体制の確保に向けて、医療需要の急激な変化を受けて

病床数の適正化を進める医療機関を支援するため、予算の範囲内において千葉県補助
金等交付規則（昭和３２年千葉県規則第５３号。以下「規則」という。）及び本要綱に基づ
き補助金を交付する。 

 
（交付対象となる事業等） 
第２条 補助金の交付対象となる事業者及び事業、基準額は、別表に定めるところによる。

なお、補助対象となる事業者が以下に該当する場合は、交付対象外とする。 
一 令和７年９月３０日時点において廃院している場合（１０月１日以降に廃院を予定してい

る場合を含む。） 
二 令和７年９月３０日時点において事業譲渡等をしている場合（１０月１日以降に事業譲

渡等を予定している場合を含む。） 
三 介護医療院等の介護保険施設への転換のために減床した場合 
四 有床診療所から無床診療所へ変更した場合 

２ 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする事業を行う者（法人その他の団体にあっ
ては、その役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談
役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係
る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。））が次の各号のいずれかに該当する
者であるときは、当該事業は、補助の対象とならない。 
一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 
二 次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履

行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続的に又は反復し
て当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。） 
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情報
を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する
暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為 

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴
力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しく
は便宜の供与又はこれらに準ずる行為 

ウ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方
（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、当
該契約を締結する行為 

三 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
  
（交付額の算定方法） 
第３条 この補助金の交付額は、別表の第２欄に定める補助対象事業で削減した病床数に

対し、別表の第３欄に定める基準額を乗じた額とする。また、当該額に１，０００円未満
の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。なお、削減した病床について、地域
医療介護総合確保基金における病床機能再編支援事業（単独支援給付金支給事業）
による給付金の支給を受けていた場合は、本補助金との差額のみを支給する。 

２ 第１項で規定する交付額の算定に当たっては、以下の病床数を除く。 
一 産科部門の病床（MFICU 等を含む）及び小児科部門の病床（NICU・GCU 等を含む）

を削減した場合、その削減した病床数 (産科施設において現に分娩に用いておらず、
今後も用いる予定のない病床等、分娩取扱や小児医療の提供に支障を来さない病床
を除く。） 

二 同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合、その融通した病床数 
三 事業譲渡等により病床を削減した場合、その削減した病床数 
四 病床種別を変更した場合、その変更した病床数 
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五 医療法第３０条の４第１０項から第１２項までの規定及び国家戦略と区別区域法に基づ
き許可を受けた病床を削減した場合は、その削減した病床数 

六 診療所の療養病床又は一般病床について、医療法施行規則第１条の１４第７項の規
定に該当し、医療法第７条第３条の許可を受けずに設置された病床を削減した場合は、
その削減した病床数 

七 その他、以下の病床を削減した場合、その削減した病床数 
ア 国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管
するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であっ
て、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務
上の災害を被ったもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員
及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法第４２条第２号に規
定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律第５条第６項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独
立行政法人自動車事故対策機構法第１３条第３号に規定する施設である病院若しく
は診療所の病床（職員及びその家族、隊員及びその家族、業務上の災害を被った労
働者、従業員及びその家族又は入院患者が利用する病床に限る。） 

イ 放射線治療病室の病床 
ウ 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床 
エ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
第１６条第１項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病
院の病床（同法第４２条第１項第１号又は第６１条第１項第１号の決定を受けた者に対
する同法による入院による医療に係るものに限る。） 

 
（申請手続） 
第４条 補助金の交付を受けようとする者は、千葉県病床数適正化支援事業補助金交付申

請書（別記第１号様式）に必要な書類を添えて、知事が別に定める期日までに提出す
るものとする。 

 
（交付の条件） 
第５条 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、速やか
に知事の承認を受けなければならない。 

（２）補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、速やかに知事の承認
を受けなければならない。 

（３）補助事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに知事の承認を受けなければな
らない。 

（４）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場
合には、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

（５）補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした補助金調書（別記第２号
様式）を作成し、これを事業完了後５年間保管しておくこと。 

（６）この補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。 
（７）その他知事が必要と認める事項。 

 
（変更等承認申請） 
第６条 前条第 1 号から第３号の規定による承認を受けようとするときは、千葉県病床数適正

化支援事業変更（中止・廃止）承認申請書（別記第３号様式）を知事に提出しなけれ
ばならない。 

 
（実績報告） 
第７条 規則第１２条に規定する実績報告をするときは、事業完了の日から起算して３０日を

経過した日（第５条第３号の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合に
あっては、当該承認通知を受理した日から３０日を経過した日）又は補助金の交付の
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決定に係る会計年度終了の日のいずれか早い期日までに、千葉県病床数適正化支
援事業補助金実績報告書（別記第４号様式）を知事に提出しなければならない。 

 
（交付の請求） 
第８条 規則第１５条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、千葉県病床数

適正化支援事業補助金交付請求書（別記第５号様式）を知事に提出しなければなら
ない。 

 
（概算払の請求） 
第９条 規則第１６条の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、千葉県病床数適

正化支援事業補助金概算払請求書（別記第６号様式）を知事に提出しなければなら
ない。 

 
（補助金の返還） 
第１０条 知事は次の各号に該当する場合には、交付を行った補助金の全部又は一部の返

還を命ずるものとする。 
（１）補助金の交付を受けた日から、令和１７年９月３０日までの間に正当な理由なく病床を

増加させた場合（ただし、知事が病床の増加が必要と認めた場合はその限りではな
い。） 

 （２）申請内容を偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認める場合。 
 
（暴力団密接関係者） 
第１１条 規則第１７条第１項第３号の知事が定める者は、第２条第２項第２号又は第３号に

該当する者（補助事業を行う者が法人その他の団体である場合にあっては、その役員
等が同項各号のいずれかに該当する者である法人その他の団体）とする。 

 
（その他） 
第１２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に

定める。 
 
附 則 
この要綱は、令和７年６月１０日から施行し、令和７年度予算に係る補助金から適用する。 
 
別表 

１ 補助対象事業者 ２ 補助対象事業 ３ 基準額 

 
 精神病床（医療法（昭和
２３年法律第２０５号）第
７条第２項第１号に規定す
る精神病床をいう。以下同
じ。）、療養病床（同項第
４号に規定する療養病床を
いう。以下同じ。）及び一
般病床（同項第５号に規定
する一般病床をいう。以下
同じ。）を有する病院又は
診療所 
 

 
別表第１欄で規定する補
助対象事業者が、令和６年
１２月１７日から令和７
年９月３０日までの間に
行った病床数（精神病床、
療養病床及び一般病床の
病床数とする。）の削減 
 

 
別表第２欄で規定する
事業により削減した病
床１床あたり 
 ４，１０４千円 
 

 
 


